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沼田市市町村合併10周年記念事業

とき ９月25日(金)から10月１日(木)までの７日間

内容 ドイツ・フュッセン市訪問とスイスの旅

定員 30人(先着順)

※最少催行人数20人

参加費 33万8,000円(一部食事代など、別途負担と

なります)

申込期間 土・日曜日、祝日を除く、７月13日(月)

から31日(金)までの午前10時～午後５時15分

申し込み・問い合わせ 国際交流協会事務局(企画課

政策調整係内)1内線３２２３へ

姉妹都市フュッセンへ行こう
市国際交流協会では、本市とドイツ・バイエルン州フュッセン市との姉妹都市

提携20周年を記念し実施する、フュッセン市訪問の旅の参加者を募集します。

フュッセン市での記念訪問交流会に参加するほか、中世薫る魅力の街フュ

ッセンの観光や古城見学、中世の宝石箱と称されるローテンブルク観光、ス

イスのグリンデルワルトを拠点にユングフラウヨッホ観光などを予定しています。

あなたもぜひ、魅力あふれる旅にご参加ください。

自転車は環境に優しく手軽で便利な乗り物ですが、交通ルールを守らない

危険な運転から事故につながるケースが多発しています。６月１日から改正

道路交通法の一部施行により、信号無視、一時不停止など危険なルール違反

を繰り返す自転車の運転者(14歳以上)には、有料講習(自転車運転者講習)の

受講が義務付けられました。

書類提出 土・日曜日、祝日を除く、９月９日(水)から25日(金)ま

での、午前８時30分から午後５時15分までに、観光交流課観光推

進係へ郵送、または直接提出

※郵送の場合は９月23日(水)の消印有効

～市民参加者を募集～

自転車の安全運転を心掛けましょう

３年以内に２回以上、一定の危険な違反行為をした自転車運転者は、公安

委員会の命令を受けて３カ月以内に講習を受けなければなりません。

※公安委員会の受講命令に従わなかった場合、５万円以下の罰金が科せられ

ます

自転車運転者講習制度の流れ

問い合わせ　沼田警察署1○22０１１０

信号無視、通行禁止違反、歩道で

の徐行義務違反、通行区分違反、

路側帯での歩行者妨害、遮断機が

作動している踏切への立ち入り、

交差点での優先道路通行者妨害、

交差点での右折時の優先車妨害、

環状交差点での安全進行義務違反、

指定場所の一時不停止、歩道での

歩行者妨害、ブレーキのない自転

車運転、酒酔い運転、携帯電話を

使用しながら事故を起こすなどの

安全運転義務違反

自転車運転者講習の
対象となる危険行為

運動期間 ７月11日(土)～20日(月)

実施重点事項

○子どもと高齢者の交通事故防止

○出会い頭事故・追突事故の防止

○すべての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用

の徹底

４月から５月にかけて市内で死

亡事故が４件発生しています。

自動車や自転車の運転者は、交

差点での出会い頭事故を防ぐため

一時停止場所でしっかり止まるな

ど安全確認を行いましょう。また、

追突事故を防ぐため、運転中は運

転に集中し、脇見やぼんやり運転

をしないようにしましょう。

歩行者は道路を横断するときは、

左右の安全確認を行い、飛び出し

をしないようにしましょう。

交通ルールを守り、交通事故の

ない明るい社会づくりに努めまし

ょう。

問い合わせ 生活課生活係(東原庁

舎内)1内線７７３５２へ

応募登録 応募予定者は、土・日曜日、祝日を除く、８月20日(木)

から９月４日(金)までの、午前８時30分から午後５時15分までに、

応募登録申込書を観光交流課観光推進係へ郵送、または直接提出

※郵送の場合は９月２日(水)の消印有効

現地説明会 応募書類や業務内容の説明、施設確認などを行います。

応募予定者は必ず出席してください(事前申し込みが必要です)

とき ８月20日(木)午後１時30分

ところ 沼田市玉原野外活動施設センターハウス

書類配布 土・日曜日、祝日を除く、７月13日(月)から24日(金)ま

での午前８時30分～午後５時15分

書類配布場所 観光交流課観光推進係

問い合わせ　観光交流課観光推進係1内線３２４４

沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス沼田市玉原野外活動施設センターハウス
指定管理者を募集します

指定期間 来年４月１日～平成33年３月31日

業務内容 施設の運営管理などの業務

応募資格 指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理運営できる法人やそ

の他の団体

危険行為を反復

※３年以内に２回以上

講習の受講

※３時間で5,700円

公安委員会に
よる受講命令
※３カ月以内に受講

応募は
こちら

http://www.city.numata.gun
ma.jp/gappei10/kiyaku.html

応募時の注意点

・応募写真は返却しません

・応募に係る費用は応募者負担です

・応募写真は他者の著作権や商標などを侵害

しないものとします

※本市所有の著作権や商標権は使用可能です

・応募者は写真の一部修正・翻案を主催者

に認めることとします

・内容が不適切と思われる写真は掲載でき

ません(公序良俗に反する、宗教・政党

を勧誘する、広告を目的とするものなど)

夏の県民
交通安全運動


